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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水を使用する機器のための水タンクであって、前記水タンクから、容器と貯蔵容器と機
器とのうちの少なくとも１つへ水を供給するための接続部を前記水タンク上に備え、フィ
ルタカートリッジを接続するためのタンク側フィルタ接続要素と、フィルタカートリッジ
とが設けられた水タンクであって、
　前記フィルタカートリッジは、該フィルタカートリッジの出口によって、前記タンク側
フィルタ接続要素に接続され、
　機械的なコード化構造（２１）が、前記フィルタカートリッジの出口と、前記水タンク
の前記タンク側フィルタ接続要素とに設けられ、
　前記コード化構造は、該コード化構造に対応しないフィルタカートリッジの使用を防止
することを目的としており、
　前記タンク側フィルタ接続要素と前記フィルタカートリッジが備えるタンクを接続する
ためのフィルタ側タンク接続要素との間に、コード化構造を有する封止部（３２）が設け
られている
　ことを特徴とする水タンク。
【請求項２】
　請求項１に記載の水タンクであって、
　前記タンク側フィルタ接続要素は、少なくとも１つのコード化構造を備え、
　該少なくとも１つのコード化構造は、少なくとも１つの突出部と少なくとも１つの凹部
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とのうちの少なくとも１つを有し、鍵／ロック原理に基づいて、合致するフィルタカート
リッジの相補的なコード化構造と合致する
　ことを特徴とする水タンク。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の水タンクであって、
　前記コード化構造は、前記フィルタカートリッジが備えるタンクを接続するためのフィ
ルタ側タンク接続要素の軸に対して、軸方向および半径方向のうちの少なくとも一方向に
延出している
　ことを特徴とする水タンク。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の水タンクであって、
　前記コード化構造は、差込み嵌合を形成している
　ことを特徴とする水タンク。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の水タンクであって、
　前記コード化構造における個々のコード化要素の、数、および空間配置、および形状の
うちの少なくとも１つによってコード化が提供されている
　ことを特徴とする水タンク。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の水タンクであって、
　前記コード化構造は、前記タンク側フィルタ接続要素の内周面および外周面のうちの少
なくとも一方に設けられている
　ことを特徴とする水タンク。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の水タンクであって、
　前記タンク側フィルタ接続要素上に、封止面（２４）として、外周面および内周面のう
ちの少なくとも一方が設けられている
　ことを特徴とする水タンク。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載の水タンクであって、
　前記タンク側フィルタ接続要素は、多角形の輪郭を有する、外周面および内周面のうち
の少なくとも一方を備えている
　ことを特徴とする水タンク。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかに記載の水タンクであって、
　前記タンク側フィルタ接続要素は、回転対称の断面を有する、外周面および内周面のう
ちの少なくとも一方を備えている
　ことを特徴とする水タンク。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれかに記載の水タンクであって、
　前記フィルタカートリッジが備えるタンクを接続するためのフィルタ側タンク接続要素
は、成形封止部（３２）の形態である
　ことを特徴とする水タンク。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれかに記載の水タンクであって、
　前記フィルタカートリッジが備えるタンクを接続するためのフィルタ側タンク接続要素
は、コード化構造の形態である
　ことを特徴とする水タンク。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれかに記載の水タンクであって、
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　前記フィルタカートリッジによって濾過された液体を、未濾過の液体、および、他の方
法で濾過あるいは調整された液体のうちの少なくとも一方と混合するための、混合設定部
が設けられている
　ことを特徴とする水タンク。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれかに記載の水タンクであって、
　角度に依存した混合設定部が設けられている
　ことを特徴とする水タンク。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれかに記載の水タンクであって、
　前記フィルタカートリッジは、タンク側混合量設定部を作動させるための、少なくとも
１つの駆動要素を備えている
　ことを特徴とする水タンク。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれかに記載の水タンクであって、
　２つまたはそれ以上のフィルタ通路を制御するように設計された混合装置が設けられて
いる
　ことを特徴とする水タンク。
【請求項１６】
　請求項１～１５のいずれかに記載の水タンクであって、
　前記フィルタカートリッジ（２９）の入口（３４）および前記出口（３５）は、機能す
るために使用される配置において、前記フィルタカートリッジの下部領域に配置される
　ことを特徴とする水タンク。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれかに記載の水タンクであって、
　前記フィルタカートリッジ（２９）にある濾過された水の前記出口（３５）が、前記水
タンク（６６）の内部からタンク側機器接続部（６８）へと通じるタンク出口開口部（５
６）に接続されている
　ことを特徴とする水タンク。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれかに記載の水タンクであって、
　前記タンク側フィルタ接続要素（２３，５４）および前記フィルタカートリッジが備え
るタンクを接続するためのフィルタ側タンク接続要素（３２，５７）のうちの少なくとも
一方は、濾過された水のための前記出口（３５）と、前記フィルタカートリッジにより濾
過される水との間の分離要素の形態である
　ことを特徴とする水タンク。
【請求項１９】
　請求項１～１８のいずれかに記載の水タンクであって、
　濾過された水のための前記出口（３５）と、前記フィルタカートリッジにより濾過され
る水との間の分離要素として、前記タンク側フィルタ接続要素および前記フィルタカート
リッジが備えるタンクを接続するためのフィルタ側タンク接続要素のうちの少なくとも一
方に封止部（３２）が形成されている
　ことを特徴とする水タンク。
【請求項２０】
　請求項１～１９のいずれかに記載の水タンクであって、
　前記フィルタカートリッジの前記出口（３５）は、容器と、濾過された水のための貯蔵
容器（６６．１０）と、濾過された水が供給される機器の調整部（６６．２０）とのうち
の少なくとも１つに直接接続されている
　ことを特徴とする水タンク。
【請求項２１】
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　フィルタカートリッジを接続するためのタンク側フィルタ接続要素を備える水を使用す
る機器のための水タンクに、フィルタカートリッジ（３１）を接続するためのアダプタ（
８５）であって、タンク側フィルタ接続要素上に、フィルタカートリッジにおけるフィル
タ出口側接続部へのフィルタ接続部を有する、アダプタであって、
　前記タンク側フィルタ接続要素に接続するための前記アダプタには、前記タンク側フィ
ルタ接続要素が備える機械的なコード化構造に対応する機械式コード化構造（２１）が設
けられており、
　前記タンク側フィルタ接続要素との接続部位には、機械式コード化構造を有する封止部
が設けられている
　ことを特徴とするアダプタ。
【請求項２２】
　水タンクを備えている機器であって、
　前記水タンクは、前記水タンクから前記機器内へ水を供給するための接続部を前記水タ
ンク上に備えると共に、フィルタカートリッジを接続するためのタンク側フィルタ接続要
素と、フィルタカートリッジとを備え、
　前記フィルタカートリッジは、前記フィルタカートリッジの出口によって、前記タンク
側フィルタ接続要素に接続され、
　機械的なコード化構造（２１）が、前記フィルタカートリッジの出口と、前記水タンク
の前記タンク側フィルタ接続要素とに設けられ
　前記コード化構造は、該コード化構造に対応しないフィルタカートリッジの使用を防止
することを目的としており、
　前記タンク側フィルタ接続要素と前記フィルタカートリッジが備えるタンクを接続する
ためのフィルタ側タンク接続要素との間には、コード化構造を有する封止部が設けられて
いる
　ことを特徴とする機器。
【請求項２３】
　水を使用する機器のための水タンクであってフィルタカートリッジを接続するためのタ
ンク側フィルタ接続要素を備える水タンク、に接続するためのフィルタカートリッジであ
って、
　前記フィルタカートリッジのフィルタ出口側タンク接続部上に、機械的なコード化構造
（３２）が設けられ、
　該機械的なコード化構造（３２）は、前記タンク側フィルタ接続要素上の、対応する機
械的なコード化構造（２１）と合致するものであり、
　前記タンク側フィルタ接続要素との接続部位には、機械的なコード化構造を有する封止
部が設けられている
　ことを特徴とするフィルタカートリッジ。
【請求項２４】
　請求項１に記載の水タンクであって、
　前記機器は、水濾過ポット、湯沸かし器、冷蔵庫、自動飲料機器、調理機器、蒸気機器
、高圧洗浄機、空気清浄機および空気調節機のいずれかである
　ことを特徴とする水タンク。
【請求項２５】
　請求項２１に記載のアダプタであって、
　前記機器は、水濾過ポット、湯沸かし器、冷蔵庫、自動飲料機器、調理機器、蒸気機器
、高圧洗浄機、空気清浄機および空気調節機のいずれかである
　ことを特徴とするアダプタ。
【請求項２６】
　請求項２２に記載の機器であって、
　前記機器は、水濾過ポット、湯沸かし器、冷蔵庫、自動飲料機器、調理機器、蒸気機器
、高圧洗浄機、空気清浄機および空気調節機のいずれかである
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　ことを特徴とする機器。
【請求項２７】
　請求項２３に記載のフィルタカートリッジであって、
　前記機器は、水濾過ポット、湯沸かし器、冷蔵庫、自動飲料機器、調理機器、蒸気機器
、高圧洗浄機、空気清浄機および空気調節機のいずれかである
　ことを特徴とするフィルタカートリッジ。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前提部に記載のフィルタカートリッジを有するタンクに関する。
　液体を保持するための水タンクは、台所機器の場合には、水を保持するためのコーヒー
マシンまたはエスプレッソマシンであって、該水タンクは、例えば、水濾過ポット、湯沸
かし器、コーヒーマシン、あるいは、エスプレッソマシンといった、様々な調理機器及び
装置に備えられている。この場合、装置で処理される前または消費される前の水を準備す
るために、フィルタカートリッジをタンクに挿入することができる。従来のフィルタカー
トリッジは、その下部領域に出口を有しており、この出口を通って、水は、付随する装置
へ、または、容器あるいは貯蔵容器へ供給される。この場合、水は、好ましくは重力作用
式の濾床を介して通過される。また、水は、フィルタカートリッジの接続部を介して、水
タンクの対応する接続部へ流れ、機器へまたは他の容器あるいは貯蔵容器へ流入する。
【０００２】
　台所機器及び装置が確実に機能するためには、フィルタパラメータが規定されているフ
ィルタカートリッジを使用することが極めて重要である。欠陥があるフィルタカートリッ
ジは、不適切または不適正な水を生じさせる。これにより、マイナスの効果、例えば、不
適切な味、および／または、異臭、カルシウム還元などを引き起こし、さらには、機器に
不具合をもたらし得る。一例として、適正なタイプのフィルタカートリッジが使用されて
いると推測されるが実際は使用されていない場合に、装置制御システムは、適正な時に目
的のメンテナンス間隔を実行できない。不適切なフィルタカートリッジが使用されると、
装置の機能確実性においてだけではなく、保障等が疑わしいという問題を生ずる。それゆ
え、許可されたフィルタカートリッジのみが常に使用されるのを確実にすることが極めて
重要である。
【０００３】
　本発明は、それゆえ、許可されたフィルタタイプのみが使用されることを確実にするよ
うな、タンク及びフィルタカートリッジを提供するという目的に基づくものである。
　本発明に基づくタンクは、該タンク内部および／または外部において、重力作用式のフ
ィルタカートリッジを接続するためのフィルタ接続部を備える。従って、このタンクは、
該タンクに対応しないフィルタカートリッジの使用を防止するために、機械的なコード化
構造がフィルタ接続要素に備えられている点で大きく異なる。本発明によれば、「タンク
」の表現は、貯蔵容器として適する容器だけでなく、ほかの機器をも意味する。このほか
の機器は、フィルタカートリッジの機能に適した静水圧を生じる機器であり、例えば、開
放および／または閉鎖流路である。
【０００４】
　「タンク側フィルタ接続要素」の表現は、本発明によれば、タンクに直接的におよび／
または間接的に、配置および／または形成された手段要素として理解されるべきものであ
る。この手段要素は、例えば、突出要素、および／または、凹部を有する保持要素、およ
び／または、固定要素、および／または、コード化要素、および／または、封止要素、な
どである。一例として、それらは、タンクに強固に接続されているあるいは接続可能に構
成された、留め金、穴、アダプタなどの、接続スタブであってもよい。
【０００５】
　タンク側フィルタ接続要素は、この場合、タンクの底部領域に形成されることが好まし
い。しかしながら、いずれの場合においても、水タンクと機器側出口流路ラインとの間に
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設けられた接続部の位置に応じて、タンクの隅および／または側壁において、少なくとも
部分的にあるいは完全に、内部におよび／または外部に配置されていてもよい。例えば、
使用時の取付位置において、タンクの底部から離間されたタンク外の上方へ通される、タ
ンク側フィルタ接続要素を使用することも実現可能である。
【０００６】
　これらの実施形態は、例えば、対応するコード化されたフィルタ側タンク接続要素を備
えるフィルタカートリッジだけが使用されているポットおよび／または器の形状である、
タンクを提供することができうる。本実施形態および上述の実施形態において、タンク接
続部の機器側接続部は、プラグ接続部として、対応する相補的な機器側タンク接続要素へ
接続されてもよい。タンク底部から離間されたタンク側フィルタ接続要素は、例えば、タ
ンク壁部に係止し得るフィルタ接続要素、例えば、パイプライン、であってもよい。適切
に整合するコード化を有するカートリッジが挿入された場合に、該パイプラインは、タン
クに満たされた未処理の水であってフィルタカートリッジによって濾過される水を運搬す
るために使用される。
【０００７】
　フィルタ通路の水入口開口が、適切な低い位置に配置される場合には、タンクにある実
質的な内容物は、このような実施形態によって排出される。その結果、フィルタ通路を通
過できないいかなる使用不能な水あるいは微量の使用不能な水が、タンクに含まれない。
【０００８】
　それゆえ、タンクのフィルタ接続部にある構成は、機能可能にフィルタカートリッジを
水タンクに挿入できるようにするために、鍵／ロック原理に基づき、フィルタカートリッ
ジの対応する接続構造に係合しなければならない。装置製造業者あるいはタンク製造業者
は、この場合、使用されるフィルタカートリッジだけが装置を確実に機能させるフィルタ
カートリッジであることを、確実にすることができる。一例として、重力による水圧は、
フィルタカートリッジの上方で適切に高水位であるタンク内の水の水位によって、生じさ
せることができる。水位が高ければ高いほど、かつ、フィルタカートリッジ内部の流水抵
抗が低ければ低いほど、より速やかに濾過された水が生成される。この目的のため、タン
クは、凹部として形成されたカートリッジ保持部を備えると、タンクを可能な限り空にす
ることができるため、とりわけ好適である。しかしながら、重力による濾過処理は、いか
なる特別な陥没部を持たない従来のタンクにおいても、水位によってタンクにある未処理
の水がフィルタを通過されられる場合に限り、常に可能である。
【０００９】
　本発明の１つの特別な実施形態において、タンクのフィルタ接続部は、少なくとも１つ
のコード化構造を備える。コード化構造は、少なくとも１つの突出部および／または少な
くとも１つの凹み部を備え、フィルタカートリッジの相補的なコード化構造へ嵌合する。
この相補的なコード化構造は、対応して、少なくとも１つの凹部および／または少なくと
も１つの突出部を備える。この場合、このような突出部および／または凹部は、フィルタ
接続要素あるいはフィルタカートリッジの、軸方向封止部および／または半径方向封止部
に設けられている。
【００１０】
　本発明の１つの特に好適な実施形態では、タンクのフィルタ接続部及びフィルタカート
リッジの接続スタブは、少なくとも部分的に互いに囲繞するように構成されている。一例
として、本実施形態においては、コード化構造は、半径方向、すなわち、使用されている
フィルタカートリッジの接続スタブの軸に関して横方向に、配置され得る。本実施形態に
おいても、しかしながら、軸方向のコード化構造は、例えば、接続スタブの端面部である
いはタンク底部の領域において、いかなる問題を生じずに可能である。
【００１１】
　少なくともコード化構造のいくつかは、好ましくは同時に、フィルタカートリッジを取
り付けるための固定要素の形状である。この場合、これらのコード化構造は、好ましくは
下方に潜り込むような形状で構成されるものが好ましい。例えば、フィルタカートリッジ
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は、タンク底部に、または、回転あるいはクリッピングによってタンク底部に嵌合された
取付要素に、固定され得る。この場合、当然ながら、対応するコード化構造が、適正なフ
ィルタカートリッジを用いた機能を確実にするために、互いに合致しなければならない。
【００１２】
　１つの特に簡素な実施形態では、コード化構造は、差込み嵌合の形状である。この目的
のため、好ましくはフィルタ接続要素の軸に関して横方向に突出する突出部が、タンクの
フィルタ接続部に、および／または、フィルタカートリッジのタンク接続部に、設けられ
ている。突出部は、該突出部に対応している、対応する保持および／または案内経路に対
応する。該保持および／または案内経路は、フィルタカートリッジのタンク接続部および
／またはタンクのフィルタ接続部にある。この突出部および保持または案内経路が離間配
置されていることで、例えば、適正なフィルタカートリッジのための機械的なコード化が
可能となる。異なる配置および形状が、例えば、異なる装置の異なるフィルタのタイプの
コード化のために設けられる。
【００１３】
　それゆえ、一例として、二重の差込み嵌合または複数の差込み嵌合を備えることも可能
である。この場合、二重のあるいは複数の構造は、対応する接続要素の周面に平面で関係
するだけでなく、その縦方向延長部に関係してもよい。この場合、異なる間隔を開けた角
度配置が、周面の平面に関して、個々のおよび／または複数の、二重のあるいは複数の差
込み嵌合の嵌合要素の間に、設けられ得る。これにより、それぞれ形成された相補的な差
込み嵌合要素に対応する、異なる構成の差込み嵌合構成が実現可能となる。この場合、差
込み接続は、各場合において、第一の、第二の、あるいはさらに別の平面に完全に設けら
れてもよく、または、不適正にコード化されたフィルタカートリッジに備えられた差込み
嵌合要素が通過し得ないものとし、それゆえ、機能するためにこのカートリッジを使用す
ることが防止される。
【００１４】
　カートリッジにある、放射状の突出部、羽根状の突出部は、さらに、差込み嵌合に関す
るよりさまざまな案内の利点を提供する。差込み嵌合においては、内側に配向されている
対応する構造は、タンク嵌合部に嵌合される。また、カートリッジの突出部または羽根は
、挿入中、作業者に視認可能であるので、本実施形態によれば、タンク嵌合部の対応する
案内経路への挿入を容易に行い得る。放射状の突出部は、さらに、取付部の領域における
カートリッジの周面が増え、それゆえ、固定の堅牢性が向上する。
【００１５】
　さらに、フィルタカートリッジのこのような突出部あるいは羽根は、タンク嵌合部の材
料よりも、より柔軟な材料によって製造されることができ、それゆえ、軸方向で達成され
うるフィルタカートリッジのよりよいブレーシングが、バネ状の効果を介して可能となる
。
【００１６】
　基本的には、軸方向においてタンク側封止部に対して押される、軸方向封止部と併用さ
れる差込み嵌合の形状である実施形態は、有利である。軸方向の封止部が挿入中の対応す
る利点を提供する一方で、差込み嵌合は軸方向で対応する締め付けトルクを提供する。例
えば、フィルタカートリッジの挿入および取り外し中に、軸方向封止部を押すおよび解放
するためのいかなる摩擦力を克服する必要がない。
【００１７】
　上述のように、フィルタカートリッジの放射状に突出する突出部あるいは羽根と嵌合す
る、差込み嵌合の発展させた特徴は、具体的には軸方向封止部と併用されて、既述の利点
を提供する。差込み嵌合の対応する突出部および案内経路は、この場合も上述のように、
本発明の目的のためのコード化構造として用いられ得る。
【００１８】
　原理上、コード化構造は、タンク接続部の領域において作動部材として用いられること
ができる。例えば、タンクに嵌合された切り替え機構は、それゆえ、フィルタカートリッ
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ジのコード化構造によって機能され得る。また、切り替え機構は、フィルタカートリッジ
が適正に取り付けられたことを示すため、または、付随する機器によって適正なタイプの
フィルタカートリッジを特定するために用いられることができる。作動部材としてのこの
ようなコード化要素の改良は、とりわけ、差込み嵌合の上述の実施形態と、またすべての
他のタイプのコード化構造とも、併用することが可能である。
【００１９】
　本発明のもう１つの実施形態では、コード化構造は、タンク側フィルタ接続部の周面形
状により設けられている。例えば、コード化は、前述の接続要素との不一致を利用して実
現され得る。上述の接続要素は、好ましくは、特定の縦方向延長にわたる同じ大きさの円
形断面形状に対応する。例えば、タンク側フィルタ接続部が、特定の縦方向延長をわたっ
て円錐形および／または楕円形を有する場合に、対応して嵌合するフィルタカートリッジ
のみが用いられることを確実にすることができる。さらには、別のコード化構造、例えば
、軸方向で機能する突出部および／または凹部が、本実施形態と併用されて常に備えられ
うる。
【００２０】
　本実施形態の１つの展開では、タンクのフィルタ接続部は、多角形形状である周面輪郭
を備える。このような形状によって、さらには、フィルタカートリッジの異なる挿入角度
位置のためのより様々な角度のコード化が可能となる。
【００２１】
　この目的のため、フィルタ接続要素には、回転対称の周面輪郭を備えることが好ましい
。回転対称の構成によって、フィルタカートリッジの挿入において、様々な所定の角度位
置を実現することが可能となる。フィルタカートリッジは、必要であれば、角度位置に応
じて、追加の機能と関連され得る。上述の実施形態によるタンク側フィルタ接続要素の周
面形状の一例は、例えば、六角形の断面輪郭によって設けられる。このような輪郭によっ
て、例えば、当該輪郭に対応するフィルタカートリッジは６つの異なる角度位置に位置す
ることができる。
【００２２】
　タンク側フィルタ接続要素は、この場合、対応する内周および／または外周を有する凹
みの形状であってもよく、あるいは、対応する外周および／または内周を有する突出部の
形状であってもよい。接続スタブは、従って、内周におよび／または外周のいずれかに対
応する周面輪郭を備えることができ、共にフィルタカートリッジの対応する接続要素へ差
し込むおよびはめ込むためのものである。
【００２３】
　このように形状付けられた周面は、同時に、封止面の形状であると有利である。封止部
は、それゆえ、カートリッジハウジングと同じ材料から製造され、好ましくは吹きつけに
よって、製造されると有利である。フィルタ出口ラインのために対応する封止形状を有す
るフィルタカートリッジのみが、機能するようにして、タンク内へ挿入可能であり、また
、タンク側フィルタ接続要素へ接続可能である。
【００２４】
　上述のように形状付けられた周面は、タンク領域において対応して形成された保持要素
に対応する、フィルタカートリッジのホルダとして使用されうる。この場合も同様に、周
面はコード化構造を提供する。
【００２５】
　タンクフィルタ接続部のさらなるコード化選択肢は、フィルタハウジングを通る縦軸に
関して、フィルタ側タンク接続要素を通る縦軸の配列を、例えば、互いに関して、特定の
、具体的には鋭角の角度を形成するように、変えることである。この目的のため、フィル
タ側タンク接続要素は、カートリッジハウジングに関して、好ましくはわずかに曲げられ
て構成されてもよい。このように曲がった位置に配置されている接続要素を持たないカー
トリッジは、対応する狭い水タンクでカートリッジが機能するように挿入され得ない。こ
のようなコード化のさらなる有利な点は、このコード化が、機能的に安全かつ確実な方法
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で比較的長い縦軸の延長部を有する、屈曲したおよび／または曲折した水タンクに嵌合す
ることができる点である。これは、２つの縦軸間の角度によって、タンクにおいてタンク
側フィルタ接続要素を最適に配置するための、対応する確実なシールおよび固定タンク／
フィルタ保持部を提供することができ、また、垂直な挿入動作でない角度付けられたカー
トリッジの挿入動作を提供することができる。
【００２６】
　必要に応じて、このため、フィルタカートリッジにおよび／またはタンクにさらなる案
内要素を備えることも可能であって、これはタンク側フィルタ接続要素をフィルタ側タン
ク接続要素に確実に接続するためである。具体的には、例えば、タンク側に設けられ、か
つ、挿入方向で先細の断面を形成するリブが、この目的のためには好適である。リブを用
いて、フィルタ側接続要素および／またはフィルタハウジングおよび／またはフィルタハ
ウジングから突出する案内構造、例えば接続リングなどが、フィルタカートリッジの挿入
中に案内される。フィルタ側のこのような案内構造は、周面形状であってもよい。ただし
、この案内構造は、スロット形状であって、上述のリブを補完するように形成されている
輪郭を有していてもよく、および／または、ほかのいくつかの好適な構造を有していても
よい。
【００２７】
　リブ／スロットコード化の場合は、さらに別のコード化の選択肢もまた、平面図で示さ
れると、１または複数の相補的な要素のための異なる角度のコード化を用いることで可能
である。スロット／リブの組合せおよび角度付けられたタンク／フィルタ接続構造が互い
に整合する場合にのみ、対応するフィルタカートリッジは、機能するように挿入され得る
。
【００２８】
　しかしながら、ここで述べられるこの案内およびコード化構造は、また、角度付けられ
て構成されていないフィルタ接続要素にとって同様の効果を持って常に使用されうる。
　追加の案内および／またはコード化の機能が、フィルタカートリッジの端部に形成され
た突出凸部あるいは凹部によって達成されることができ、対応して相補的に形成されたタ
ンク側コード化および／または案内構造と係合することができる。
【００２９】
　特に、コード化構造が同時にシール表面を形成する場合は、軸方向に延出する断面先細
を、例えば切頂円錐または切頂三角錐の形状を有してもよい。これにより、大きな摩擦力
無くシールを形成しながら、はめ込み処理をより容易に実行することができる。
【００３０】
　何度も説明されたように、タンク側コード化構造に対応する適切なコード化構造は、フ
ィルタカートリッジ側に備えられていなければならない。タンク側フィルタ接続部の封止
面がコード化構造の形状に含まれる場合、１つの特別な実施形態では、封止部自体がフィ
ルタ側タンク接続要素として適切な形状を備える。例えば、タンク側フィルタ接続要素が
六角形の断面を有する場合に、接合部材として、対応する六角形シールを提供する選択肢
を提供する。この場合、軸方向シールとして、該六角形の断面は、好ましくは、上述の実
施形態では六角形である適切な形状の凹みへ差し込まれる、また、同様な形状の突出部へ
とはめ込まれる、いずれの半径方向封止部の形状であってもよい。
【００３１】
　上述のように断面先細の場合、封止部が、例えば切頂六角錐の形状である突出部へ差し
入れられた場合の領域と一体となるように、この場合も、好ましくは、適切に調整される
。
【００３２】
　本改良例では、適切な形状の封止部を有する１つのフィルタカートリッジのみが、機能
できるように、挿入可能である。
　本発明の１つの発展例では、２またはそれ以上の異なるコード化構造を提供する。それ
ゆえ、例えば、述べられたような接続部のコード化と併用して、固定手段を追加で設ける
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ことができる。固定構造を用いて、フィルタカートリッジを位置することができる。この
場合、さらに別のコード化構造をこの固定手段に適用することができる。例えば、上述の
ように、封止面を用いたコード化は、それゆえ、固定および／または追加のコード化のた
め、封止面とは別に配置される機器と組み合わせることができる。そのような固定化は、
フィルタカートリッジ内あるいはフィルタカートリッジの外側においても同様に実現され
得る。
【００３３】
　１つの特別な実施形態では、タンクの底部から突出し、フィルタカートリッジの外周で
機能し、コード化特徴をさらに有する、固定手段が備えられている。例えば、差込み嵌合
あるいは対応する固定は、それゆえ、ここでもまた、このような要素を介して提供され得
る。差込み嵌合でない固定の一例としては、例えば、フィルタカートリッジを対応する掛
け金あるいはクリップ要素へ、掛け金あるいはクリッピングするものであって、必要に応
じて、コード化構造の形状であってもよい。
【００３４】
　また、有利には、混合設定が備えられており、該混合設定を用いて、濾過されていない
水、他の方法で濾過された水、あるいは、他の方法で準備された水、のバイパス流路が、
濾過されていない水、他の方法で濾過された水、あるいは、他の方法で準備された水、の
量を調整しながら、濾床をバイパスする。例えば、これは、濾床をバイパスする水の量を
設定するために、常に調整可能なように解放されている１またはそれ以上のパイパス開口
を用いてなされうる。このような混合設定は、例えば、フィルタカートリッジの取付位置
が角度付けられた位置を介して実現可能である。この場合、コード化構造と、取付位置を
介して予め設定された固定された角度位置とを組み合わせることが特に有利である。一例
として、このように予め設定することは、差込み接合によって、あるいは、対応するコー
ド化構造の回転対称の周面によって、達成される。
【００３５】
　濾過されていない水あるいは他の方法で準備された水の混合量は、この場合、タンク内
部をタンク出口流路へ直接接続する適切に構成された開口によって生じる。フィルタカー
トリッジの挿入角度に応じて、開口は異なる大きさが可能でもあり、あるいは、異なる延
長部へ開放することができ、および／または、異なる数の開口が開放されることもできる
。それゆえ、フィルタカートリッジの取付位置に応じて異なる混合割合となる。
【００３６】
　タンク側接続スタブにおけるフィルタカートリッジの接続領域にある六角形コード化構
造の場合には、このコード化構造はフィルタカートリッジに接続するためのものである。
例えば、異なる大きさの開口は、バイパスとして提供され、また、フィルタカートリッジ
がはめ込まれた場合には角度が機能して閉鎖する。この場合、バイパス開口は、好ましく
は、封止面に備えられるのがよい。このバイパス開口は、フィルタカートリッジが挿入さ
れた場合に、バイパス開口として用いられる開口を除く全ての開口が、フィルタカートリ
ッジの適切な形状の接続封止部によって封止されるように備えられるのがよい。
【００３７】
　また、混合量は、コード化構造を用いて異なる方法で設定されることができる。例えば
、コード化構造は、同時に、フィルタカートリッジを用いてタンク領域の調整要素を機械
的に機能させるための、機械的な駆動部として用いられ得る。タンク領域の六角形接続嵌
合部の場合は、例えば、フィルタカートリッジの対応する六角形の輪郭は、混合量設定へ
回転可能な嵌合要素を回転させるために用いられうる。フィルタカートリッジの六角形コ
ード化構造は、コード化機能を有するだけでなく、同時に、機械的に機能する要素、いわ
ゆる、六角形の鍵の形状でもある。
【００３８】
　しかしながら、対応する開口部および／または通路は、また、混合機器を提供するため
に、フィルタカートリッジに形成され得る。それによって、例えば、タンク側混合要素と
係合しておよび／または係合せずに、フィルタカートリッジによって濾過された水を混合
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することが可能となる。これに対応するようにして、タンク側およびフィルタ側接続要素
および／または延長要素間に接合されてもよい接続部を用いる場合に適用される。接続部
の例としては、同様のおよび／または異なる接続部を有するアダプタ、および／または、
コード化および／または固定および／または封止構造である。
【００３９】
　本発明に基づいたコード化を回避するためには、許可されず、かつ、許可されないフィ
ルタカートリッジを使用するためのコード化構造を備えないタンクと、装置のタンクが、
置き換えられないことを確実にするために、タンクと装置との間に連結部を備えることが
好ましい。該連結部は、上述の実施例の１つと同じであってもよい。この場合、装置側及
びタンク側の接続要素は、適切にコード化されなければならない。
【００４０】
　本発明は、分離されたアダプタ部材を介して、フィルタカートリッジの接続部を提供す
る実施形態を含む。アダプタ部材は、フィルタカートリッジあるいはタンクに接続可能で
ある。これは、タンクと関連された機器との間の接続にも適用される。
【００４１】
　本発明は、対応するタンクを備える、水を使用する全ての機器において有利に用いられ
る。具体的には、水を使用する家庭用機器あるいは食料および／または飲料を準備するた
めの機器、例えば、自動飲料機器、特に、自動コーヒーマシン、飲料水供給機器、調理機
器、蒸気および／または高圧洗浄機、空気清浄機および空気調節機などである。
【００４２】
　本発明の様々な実施形態が、図面を参照して、以下の説明においてより詳細に説明され
、かつ、詳細は、以下の図面において示される。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】第１実施形態におけるフィルタ接続領域の側面図を示している。
【図２】図１に示された接続領域の断面図を示している。
【図３】フィルタ接続部の実施形態の第２変形例における側面図を示している。
【図４】図３に示された第２実施形態の断面図を示している。
【図５】図３に係る拡大側面図を示している。
【図６】図３及び図５に示された側面図の詳細拡大図を示している。
【図７】タンク側フィルタ接続要素の平面図を示している。
【図８】図７に示された接続要素の断面図を示している。
【図９】タンク側フィルタ接続要素の別の実施形態の平面図を示している。
【図１０】図９に示されたフィルタ接続要素を切断する断面図である。
【図１１】さらに別の実施形態における水タンク底部の詳細な平面図を示している。
【図１２】フィルタカートリッジが挿入された状態の、図１１に示された水タンク底部の
詳細な側面図を示している。
【図１３】図１２に示されたフィルタカートリッジのタンク接続要素の平面図を示してい
る。
【図１４】図１２に示されたフィルタカートリッジの斜視図を示している。
【図１５】さらなる別の実施形態における、水タンク底部の詳細な平面図を示している。
【図１６】図１１に示された実施形態における、フィルタカートリッジの接続領域の断面
図を示している。
【図１７】角度に依存した混合量設定部を有する、実施形態の変形例を示している。
【図１８】角度に依存した混合量設定部を有する、実施形態の第２変形例を示している。
【図１９】フィルタ側タンク接続部及び機器側タンク接続部であって、各接続部が適切に
構成されたアダプタ部品と連結しているフィルタ側タンク接続部及び機器側タンク接続部
を一例として概略的に示している。
【図２０－３１】タンク側フィルタ接続要素とフィルタ側タンク接続要素とを有し、タン
クに接続可能なフィルタカートリッジのためのフィルタ接続部のさらなる実施形態を、様
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々な図面及び詳細において、概略的に例として示している。
【図３２－９３】様々な図面において、さらに可能な実施形態を例として概略的に示して
いる。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　図１は、水タンクと、付随する、好ましくは重力作用の、フィルタカートリッジとの、
接続要素を示す。重力方式では、タンクにおけるフィルタ通路の上方に位置する水が、フ
ィルタカートリッジを通して、下方に位置する水を押し出す。必要に応じて、この重力作
用を補うために、例えばポンプといった、減圧をもたらす装置が設けられてもよく、減圧
をもたらす装置を設けることによって、重力作用に吸引補助を組み合わせることができる
。接続嵌合部１のタンク側が図示されており、この接続嵌合部１は、付随するタンクの底
部に、例えば、溶接、接着、あるいは、他の方法による接続によって、強固に接続される
。フィルタカートリッジのタンク接続要素２は、この接続嵌合部１に挿入され、ラジアル
シール３によって封止される。タンク接続要素は、接続スタブ４を有する。接続スタブ４
は、一部のみが図示されたカートリッジハウジング５と一体化している。図１及び図２に
示された実施形態の変形例では、水は、サイドスロット６を経由してカートリッジハウジ
ング５へ流入し、さらに、これ以上詳細に図示されない濾床を通過する。ここでは、フィ
ルタ部分は、上向きの流路、下向きの流路、または、両流路の組み合わせとして構成され
てもよい。濾過された水は、最終的には、出口流路管を通過して、容器または貯蔵容器へ
、あるいは、機器接続部へ流入する。
【００４５】
　図３は、接続嵌合部８とタンク接続要素９とを備える別の実施形態の変形例を示す。こ
こでは、接続スタブ１０も設けられ、接続スタブ１０が接続嵌合部８へ挿入されている。
接続スタブ１０は、ここでも、一部のみが図示されたカートリッジハウジング１１と一体
化している。本実施形態の変形は、これ以上詳細に図示されない、タンク底部からフィル
タカートリッジを封止する、軸方向シール１２が設けられている。
【００４６】
　図３及び図４に示された実施形態の変形例では、水は、接続スタブ１０と軸方向シール
１２との間の中間領域１３を経由してフィルタハウジングへ流入する。中間領域１３を経
由して水をフィルタハウジングへ流入させるために、これ以上詳細が図示されていない篩
孔が設けられ、フィルタカートリッジハウジング１０内への流入が可能となっている。こ
こでも同様に、濾過された水は、あらゆる所望の流れの方向、例えば、上向きの流れ、下
向きの流れ、または、上向きの流れ及び下向きの流れの組み合わせ、を有するフィルタ経
路を通過した後で、内側出口流路管１４を経由して、付随するタンクの出口流路領域に流
入する。
【００４７】
　図３及び図４に示された実施形態では、差込み接合がなされており、差込み接合は、図
５及び図６に、より詳細が図示されている。差込み接合を行うために、接続嵌合部８は、
保持案内経路１５を備える。接続スタブ１０から半径方向に突出する突出部１６は、この
保持案内経路１５へ挿入される。フィルタカートリッジは、適切な係合要素１７，１８に
よって、回転動作により接続スタブ１０に係合される。係合要素１７，１８は、一方がフ
ィルタカートリッジの突出部にあり、他方が保持案内経路１５にある。この係合によって
、フィルタカートリッジは規定の最終位置に配置される。この種の差込み接合は、軸方向
シール１２と共に、フィルタカートリッジをフィルタカートリッジの底部で確実に保持す
るので、さらに多くのホルダを必要としない。
【００４８】
　図３から図６に示された実施形態では、突出部１６及び付随する保持案内経路１５自体
が、一種のコード化構造を形成している。本実施形態と、図１及び図２に示された実施形
態との双方において、本発明に係る追加のコード化構造が設けられてもよい。図７は、接
続嵌合部１９の１つの可能な改良例の平面図である。接続嵌合部１９は、鍵穴形状である
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３つの開口部２０を備える。開口部２０は、当該開口部２０の配置と形状とによって、放
射状コード化構造を形成している。図８からわかるように、キービット形状であるコード
化突出部は、これら開口部２０に挿入可能である。さらに、適合するコード化スプリング
２２は、付随する接続嵌合部１９に形成可能であって、複数のコード化突出部２１間に形
成された溝に嵌合する。フィルタカートリッジが接続嵌合部１９に挿入されて回転される
と、それに応じて、開口部２０、コード化突出部２１、及び、コード化スプリング２２が
、互いに係合するので、適切な構造を有するフィルタカートリッジだけが挿入され得るコ
ード化構造がもたらされる。
【００４９】
　図９及び図１０に示された実施形態は、上述の実施形態の変形例に対応するものの、３
重のキー／ロック原理ではなく、ここでは４重のキー／ロック原理を図示している。３つ
の開口部２０の代わりに、ここでは、４つの開口部が設けられている。さらに、回転角度
αを図示し、この回転角度α内で、コード化突出部２１は、取付位置に達するように開口
部２０に対して回転可能である。
【００５０】
　図１１は、上述の例示的な実施形態とは異なるコード化の一種を示している。
　タンク側接続嵌合部２３は、六角形の外側輪郭を有し、当該タンク側接続嵌合部２３の
外周面は封止面２４を形成する。外殻２５は、嵌合部２３の周囲の外側に配置され、フィ
ルタカートリッジハウジングとフィルタカートリッジハウジングの外側にあるフィルタカ
ートリッジハウジングの接続領域とを、少なくとも部分的に囲繞するのに適している。
【００５１】
　遮断要素２６は、接続嵌合部２３と外殻２５との中間領域にはめ込まれる。遮断要素２
６により、確実に、封止面２４に適合する幅の狭い封止部だけを接続嵌合部２３の領域へ
挿入可能となる。
【００５２】
　内側リブ３０が、内側のラジアルシールによる封止を防ぐのと同様に、底部リブ２７，
２８は、タンク底部２９に対する封止を防ぐ。これらの構造は、封止面２４だけが封止面
として利用可能であることを意味し、その結果、封止面２４の六角形の外側輪郭が、本発
明に係るコード化構造を提供する。
【００５３】
　挿入されたフィルタカートリッジ３１は、成形封止部３２を設けられている。成形封止
部３２は、同様に適宜、六角形の断面を有する（図１３参照）。ここでは、成形封止部３
２の内側面が、封止面３３を形成する。
【００５４】
　また、図１３は、フィルタカートリッジ内へ水を供給するための入口スロット３４と、
水が流出するための出口流路開口部３５とを示している。
　対応した形状を有する接続嵌合部２３を備える成形封止部３２の上方において、図示さ
れた実施形態は、また、さらにコード化構造を備える。例えば、スナップ作用要素３７（
例えば、図１４）が、フィルタカートリッジハウジング３６の外側に、一体的に形成され
ている。スナップ作用要素３７は、外殻２５における対応するホルダ３８へ挿入され得る
。下端３９がホルダ３８の停止部４０に位置すると、圧力点が生じる。この位置に達する
までは、対向する抵抗が一切無く、フィルタカートリッジ３１を適正な角度位置に容易に
位置させることができる。この角度位置では、成形封止部３２は、接続嵌合部２３の封止
面２４に対して並ぶように位置するので、軸方向にさらに挿入され得る。軸方向にさらに
押入れられることで、成形封止部３２が封止面２４に沿って押入れられて、スナップ作用
要素３７が、停止部４０上に係合する。スナップ作用要素３７と外殻２５における対応す
る内側形状とに傾斜があることによって、フィルタカートリッジ３１は外殻２５内に固定
される。本実施形態では、いかなる他の軸方向固定要素をも必要としない。
【００５５】
　図１５は、さらなる実施形態の変形例を示している。図１５は、底部開口部４１を備え
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るタンクの底部部分を示している。底部開口部４１は、当該底部開口部４１の輪郭によっ
て鍵穴として用いられる。一例として、例示的な本実施形態における外側輪郭には、溝４
２が設けられている。しかしながら、この底部開口部４１の輪郭は、コード化構造として
、自由に選択され得る。
【００５６】
　フィルタ側タンク接続領域４４には、底部開口部４１のこの輪郭に適合された、対応す
る鍵要素が設けられている。本実施形態では、鍵要素４３は、フック形状であるので、鍵
要素４３は、溝４２によってタンク底部４５を通過し、その後、回転によって下方に潜り
込むようにして底部４５を留める。これもまた、差込み接合の一種である。この接合によ
って、フィルタカートリッジは、底部４５に固定される。入口流路領域は、出口流路領域
から（下向きの矢印を参照）軸方向封止部４６を介して、上向きの矢印で図示されるよう
に封止される。本実施形態においても、その流路は、必要に応じて濾床へ案内されてもよ
い。
【００５７】
　底部開口部４１の形状によって、底部開口部４１における半径方向封止部により封止が
なされることを防ぐことができる。さらには、底部４５にある、これ以上詳細が図示され
ないリブおよび／または溝は、軸方向封止部４６のための位置の外側で、底部が封止され
る可能性を排除するために、利用され得る。これらのようなリブは、ここでは、外側でカ
ートリッジをさらに保持するのに十分な高さを有して形成されてもよい。
【００５８】
　図１６は、逆止め弁を示している。逆止め弁は、底部４５の下方に配置され、持ち上げ
られた状態のタンクを封止する。また、逆止め弁は、付随する機器へ嵌合する間、押上げ
られることで、対応する開口部を開放する。
【００５９】
　分離線４７は、本実施形態のようなタンク側フィルタ接続部を製造する、１つの可能な
方法を示している。鍵穴または底部開口部４１は、ここでは、ディスク４８に配置されて
いる。ディスク４８は、タンクの残りの部分とは別に製造される。ディスク４８がタンク
の残りの部分とは別に製造されることにより、タンクと、具体的には図示された領域とを
、溶射工程を用いて製造することができるので、外側封止を確実に確保することが可能と
なる。その後、ディスク４８が挿入されるのであるが、ディスク４８の挿入は、環状ショ
ルダー４９によって、何ら問題なく行われ得る。その後、ディスク４８は、例えば、溶接
、具体的には超音波溶接といった、いかなる所望の方法によっても、タンクの底部４５に
接続され得る。さらに、ディスク４８が挿入される前に、例えば、スプリング５１を有す
る弁本体５０の形態の弁が挿入され得る。
【００６０】
　製造に好適なタイプであることに加えて、このような設計は、極めて柔軟に変更可能な
鍵穴である底部開口部４１によって、コード化を設計することが可能となる。また、１つ
の別のディスク４８のみが鍵穴に挿入される。１つの別のディスク４８のみが鍵穴に挿入
されることにより、異なるタンク及び装置の種類のためのコード化を、とりわけ簡素な形
態で提供することができる。この目的のため、付随するフィルタカートリッジは、同様に
、フィルタカートリッジに必要とされるいかなる複雑な手段を用いることなく、単に鍵要
素４３を変形することによって適合可能である。本実施形態では、軸方向封止部４６と協
働して、後ろ側で係合する鍵要素４３によって底部を固定することが特に有利である。そ
の理由は、固定とコード化とは、少なくとも部分的には、同じ構成要素によって行われる
からである。
【００６１】
　本実施形態の改良では、ディスク４８は、平面でなくドーム形状あるいはタンク底部か
らの突出形状である。それらの形状は、タンクの内部へ延出するものであり、フィルタカ
ートリッジをそれら上に固定可能である。本改良例は、既存のバルブ形状とタンク要素と
が、タンク接続部の領域で保持され得るという利点があるであろう。
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【００６２】
　図１７は、角度が作用することで混合量を調整可能な、概略的に図示された実施形態を
示している。タンク底部５２は、フィルタカートリッジ５３の接続領域のみが詳細な形態
で図示されている。タンク底部５２は、六角形の接続嵌合部５４を備える。この接続嵌合
部５４は、角錐台の形状であって上向き方向にわずかに収束する。この先細りになる断面
は、斜視図ではほとんど見ることができない。
【００６３】
　また、接続嵌合部の外面５５は封止面として用いられる。外面５５が封止面として用い
られるのは、フィルタカートリッジ５３が嵌合されるときに、タンクの内部に対して出口
流路管５６を全体的にまたは部分的に封止するためである。
【００６４】
　フィルタカートリッジ５３は、接続嵌合部５４に対応する六角形封止部５７を有する。
１つの壁５９を除き、個々の壁５８は軸方向Ａにおいて同じ長さを有する。壁５９は、当
該壁５９の下面に切り欠き部６０が設けられている。切り欠き部６０の機能を次の文章に
おいてより詳細に説明する。フィルタカートリッジ５３からの出口６１は、濾過された水
が通過し、出口流路管５６へと流入するものであり、封止部５７の内部に見ることができ
る。
【００６５】
　接続嵌合部５４の別々の嵌合壁６２，６３，６４には、異なる数のバイパス開口部６５
が設けられている。バイパス開口部６５は、フィルタカートリッジ５３が差し込まれたと
きに、バイパス開口部６５よりも長い封止壁５８により封止される状態でバイパス開口部
６５が閉鎖されるように配置されている。切り欠き部６０を有する壁５９が使用されてい
るときにのみ、バイパス開口部６５は開放されたままとなることができ、その結果、濾過
された水が、直接、切り欠き部６０を介してタンクから出口流路管５６の領域へと流出す
る。
【００６６】
　図示された例示的な実施形態から容易にわかるように、切り欠き部６０が設けられたフ
ィルタカートリッジを角度を付けて配置すること、すなわち、嵌合壁６２，６３，６４を
選択することで、バイパス開口部６５の開放される断面の大きさを調整することができる
。
【００６７】
　本実施形態では、設けられた複数のバイパス開口部６５の断面開口部が加えられている
。他の実施形態では、大きさが異なるバイパス開口部６５も単に設けられ得る。濾過され
た水に加えられる未濾過の水の割合は、個々のバイパス開口部６５の断面がそれぞれ異な
ることに起因して、あるいは、１つの嵌合壁、例えば嵌合壁６４、にある複数のバイパス
開口部６５の合計に起因して異なる。それゆえ、フィルタカートリッジ５３の角度位置に
応じて混合が設定されることになる。
【００６８】
　図示された実施形態に加えて、さらなる実施形態、または、これらの実施形態の組み合
わせを問題なく実現することが可能である。例えば、図７から図１０に示された接続嵌合
部１，８を参照してすでに説明されたコード化構造は、また、底部開口部４１の壁に、ま
たは底部開口部に嵌合された環部に、あるいは、底部開口部の下方に収容され得る。また
、このコード化構造は、上述の例示的な実施形態におけるように、フィルタカートリッジ
から内側に突出する鍵要素と組み合わせられてもよい。
【００６９】
　タンク底部に嵌合し、対応して整合する反対の輪郭と合致するようにフィルターカート
リッジへ突出する鍵要素の形態として、逆の原理も同様に実現可能であろう。
　混合設定のさらに可能な実施形態は、例えば、駆動要素を設けることによって実施され
る。駆動要素は、接続嵌合部５４．１の形態であって、フィルタカートリッジによって動
作可能である。駆動要素の位置は、図１８における図示に対応して、回転によって調整可
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能である。この場合、回転可能な接続嵌合部５４．１の底部５４．２は、一例として、３
つのバイパス開口部６５．１を有する。底部５４．２は、回転位置に応じて、タンク底部
５２に配置された補助バイパス開口部６５．２が、開放されて流体が通過できるように、
あるいは閉鎖されるように、タンク底部５２に対して配置され得る。
【００７０】
　単に一例として、この図示は４つの異なる設定を示している。図示された回転位置では
、バイパスが閉鎖されて、３つのさらなる位置選択があり、各１つの、または２つの、ま
たは全ての３つのパイパス孔６５．１が開放されている。バイパス孔６５．１の開放は、
対応するバイパス孔６５．２と合致させる位置によってなされる。タンク側浄水接続部に
接続されたバイパス孔６５．１と、一例として、中心に配置された出口流路管５６との間
を分離可能な変形例は、バイパス孔６５．１と出口流路管５６との間に位置決めされた封
止部を配置することであろう。具体的にかつ好ましくは、軸方向封止部が、封止を提供し
ながら、フィルタ側タンク接続要素の端面と接続嵌合部５４．１の底部５４．２との間に
延設されることであろう。しかし、別の、また可能であれば、追加的な、分離要素および
／または封止要素もまた、浄水側とフィルタ水側との間に常に設けられ得る。
【００７１】
　図示された実施形態に加え、さらなる実施形態、および／または、これらの実施形態の
組み合わせも、問題なく実現することが可能である。例えば、例として図示された六角形
の多角形形状である上述のコード化構造は、このコード化構造に加えて、別のコード化構
造、例えば四角形の多角形形状であってもよく、および／または、図６における実施形態
に一例として追加的に示されたように、上述のコード化構造と別のコード化構造との組み
合わせであってもよい。
【００７２】
　さらに、図１１から図１４、及び図１７における実施形態と比較して説明され、また、
タンク側フィルタ接続要素２３上の軸方向突出部２３の形状である、嵌合／フィルタ接続
部に加えて、図１９は、タンク底部２９に形成された軸方向凹部２３としての補助的な形
状を示している。ここでも、同様に、第１実施形態に関して説明されたすべてのコード化
の選択が、同じようにおよび／または補助的な形状によって、あるいはまた、実施形態の
組み合わせのいずれでも正確に実施され得る。
【００７３】
　第２の主要な特徴として、図１９は、アダプタ８５，８６を用いた選択肢を示している
。アダプタ８５は、同様に、例として示されるフィルタカートリッジ７３をタンク側フィ
ルタ接続部１に接続するための、単なる一例として図示されている。ここでは、フィルタ
接続部１、具体的には嵌合部２３の実施形態は、すでに上述されたように、軸方向に突出
する嵌合部の形状、および軸方向に凹んだ溝の形状の双方であってもよい。同じことが同
じ理由で、タンク底部２９の下面におけるタンク側機器接続部にも適用される。この場合
、機能が同じであるため、個々の要素には、一部において上記説明中で既に使用された参
照番号と同じ参照番号が付されている。明確にするため、図１７及び図１８における実施
例を参照することで、混合機器の詳細は図示しない。ただし、これらのような実施形態は
、ここにおける対応する方法で実施することができる。
【００７４】
　図示された実施形態の変形例は、本発明により提供され得る、広範囲の異なるコード化
構造も示している。どの形態においても、鍵の機能を有する適切に合致するフィルタカー
トリッジのみが、対応するタンク側フィルタ接続部に嵌合することを確実にしている。
【００７５】
　さらなる実施形態においては、例として図示された六角形の多角形形状である上述のコ
ード化構造は、例として、六角形の多角形形状のコード化構造に追加される別のコード化
構造を有し得る。またも例として、上述のコード化構造は、例えば四角形の多角形形状、
および／または、例えば図２０から図３１における実施形態によって例として追加的に図
示されているように、上述のコード化構造と別のコード化構造とを組み合わせてもよい。
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【００７６】
　図２０は、平面図において四角形の輪郭を有する接続嵌合部７２を詳細に示している。
接続嵌合部７２には、補助的な接続部品を備え、同様に四角形の断面を有する適切な形状
をしたカートリッジ７３が挿入される。明確にするため、接続嵌合部７２が接続されて封
止部を形成し得るタンク及びタンク底部は、ここには図示されていない。
【００７７】
　図２１及び図２２は、カートリッジ７３と接続要素７２とを示すが、それぞれ別に示さ
れている。設けられている４つの脚部のうち３つが、カートリッジ７３の下方領域に見え
る。各脚部７４の間には、入口流路開口部７５が形成されている。入口流路開口部７５は
、カートリッジ７３が接続要素７２に挿入されたときに、浄水が流入するのに十分な大き
さである。接続要素７２は、それに対応して、浄水がタンクからフィルタカートリッジ７
３の方向へ通過するための、補助的な入口開口部を有する。接続嵌合部７７は、接続嵌合
部２３に対応する一例として、例えば、接続要素７２の基板７８の中心に、これも突出し
た形状で形成されている。突出部の形状である、この接続嵌合部７７は、その外周面に封
止面７９を有する。封止面７９は、フィルタカートリッジ上に配置された補助的な保持構
造に対して、フィルタにより濾過された水の領域から封止部を形成している浄水の領域を
分離している。この四角形の実施形態においても、同様に、接続嵌合部７７は、好ましく
は少なくともわずかな円錐形状を有し得る。接続嵌合部７７が少なくともわずかな円錐形
状を有することで、一方では、嵌合されるカートリッジをカートリッジの接続部品とより
一層容易に嵌合でき、他方では、２つの要素間の封止を相互に確保するために、より大き
な表面領域も設けることができる。
【００７８】
　図２３及び図２４はそれぞれ、カートリッジ７３を下方から見た図を示している。これ
らの図には、接続嵌合部７７を補完するものであって、内部に形成された封止面８０を有
する成形封止部８１が図示されている。一例として、濾過された水のための出口８２を、
成形封止部８１の中央における中心に見ることができる。この濾過された水は、入口流路
スロット３４を通ってフィルタへと流れ込むことができる。
【００７９】
　図２５及び図２６はそれぞれ、長方形の平面を有する接続構造の、接続要素７２と該接
続要素７２に挿入されたカートリッジ７３とを通る縦断面図であり、１つ目は、幅広い面
に沿っており（図２５）、２つ目は、長手方向の面に沿っている（図２６）。
【００８０】
　図２７及び図２８は、接続嵌合部７７と、成形封止部８１が内部に配置されたカートリ
ッジ７３との間の接続領域における２つの詳細図を示しているが、それぞれ異なる深さに
位置する断面を示している。図２８は、特に、成形封止部８１と接続嵌合部７７との間の
係合接続に加え、固定効果が、延長外壁８３と、フィルタカートリッジ７３と、外殻８４
の要素との間にも、好ましくは係合方式と同様にもたらされることを詳細に示している。
【００８１】
　図２９及び図３０は、図２７及び図２８に対応する２つのさらなる断面図を示している
が、これもまた、異なる深さに位置する断面を示している。
　また、図３１は、詳細な形態であって、大縮尺のさらなる図を示している。
【００８２】
　さらに可能な実施形態を以下の文章で説明する。図３２から図３９は、混合設定要素１
０６，１３６．１，１６０，１６５と、コード化構造とを有するタンク／フィルタ－カー
トリッジ接続部を、係合封止部のさらなる実施形態と共に示しており、混合設定要素は、
接続部の縦軸に対して軸方向に配列されている。簡略化のため、既述の実施形態に対応す
る特徴には同じ基本番号を付すが、数を１００だけ加える。
【００８３】
　したがって、図３２は、タンク側接続スタブ１０４を示しており、タンク側接続スタブ
１０４では、フィルタカートリッジ１３１がフィルタ側タンク接続スタブ１０１を介して
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接続されている。図３３に対応して、フィルタカートリッジ１３１のハウジング１３６が
、タンク側接続スタブ１０１内に完全に挿入されている。図３３におけるカートリッジハ
ウジング１３６の端部は、絞りスロット１０６の後方に図示されている。絞りスロット１
０６は、接続スタブ１０１の内部領域へ流入するためにタンクに配置された、浄水のため
のスロットである。見えるフィルタカートリッジハウジング１３６の断面では、切り欠き
部１６０が孔の形状で図示されている。切り欠き部１６０は、孔形状に図示されており、
切り欠き部１６０は、混合要素として機能し、浄水がこの切り欠き部１６０を通り、切り
欠き部１６０の後方に配置するがこの図では見えていないさらなる開口部１６５を通って
、フィルタ出口領域１３５へと流入する。フィルタ出口領域１３５では、カートリッジに
よって既に濾過された水が、タンク出口１６８へ流入する。混合設定は、また、この場合
、例えば、適切な回転位置によって変更可能であるが、それは、実施形態が、有効混合断
面を調整可能な場合である。１つの簡素な実施形態では、図示のように、固定された混合
設定も可能であって、それは例えば、混合設定が回転位置から独立しているものである。
【００８４】
　フィルタカートリッジ上に形成された半径方向の突出部１１６を保持するための、保持
案内経路１１５が、タンク側接続スタブ１０１上のフィルタカートリッジ１３１を固定す
るいくつかの可能な方法の１つとして図示されている。保持案内経路１１５及び突出部１
１６の双方はそれぞれ、互いに相補的な係止要素１１７，１１８を有し、スナップ作用で
互いに係止する。この係止は、タンク側接続スタブからある程度羽根のように突出する部
分の対応するクランプ力を克服した後で、フィルタ側タンク接続要素１０２の挿入中に、
対応する回転動作の後になされる。係止要素１１７は、フィルタカートリッジの挿入に必
要な回転動作に対して、当該係止要素１１７の前方部分に厚みを有する領域があり、この
厚みを有する領域が、係止要素１１８における対応する大きさで切り欠かれた領域の反対
であるので、２つの接続要素が、固定位置において互いに確実に係止可能となっている。
【００８５】
　図３４は、フィルタカートリッジ１３１におけるフィルタ側タンク接続領域を示し、ハ
ウジング１３６が突出部１３６．１を備えている。突出部１３６．１は、切り欠き部１３
６．２に対して前方の端部領域で突出し、いずれの場合も、上述のように、混合要素とし
ての絞り開口部１６０を備える。一方で、フィルタカートリッジハウジング１３６の突出
部１３６．１は、軸方向に配列されたコード化構造をなしている。このコード化構造によ
って、フィルタカートリッジを、関連するタンク接続要素へ適正に挿入することができる
。ハウジング突出部１３６．１の形状である軸方向コード化要素の１つを失うと、タンク
内に位置する浄水が、対応する大きさの断面を有する絞り開口部１０６を直接通って、絞
り開口部１０６の後方に位置し、対応する大きさの断面を有するさらなるバイパス開口部
１６５を通過し、直接、容器または貯蔵容器へ、あるいは、機器接続領域１６８へ流入す
る。
【００８６】
　挿入可能であるが対応する軸方向の突出ハウジング羽根１３６．１を持たないフィルタ
カートリッジは、図３５から明らかに分かるように、機器接続部の入口流域への浄水の流
速が高いので、この場合、濾過効果が全くない。
【００８７】
　ここで説明される実施形態のいずれもが、フィルタハウジング上に３つの軸方向に配列
されたコード化構造１３６．１を有している。コード化構造１３６．１は、具体的には、
図９においてよく分かるように、好ましくはフィルタ側タンク接続要素１０２の周面の端
部で、１２０°斜めに配置される。タンク側フィルタ接続部１０１の相補的な接続要素が
図３５に示されている。
【００８８】
　図３６及び図３７は、本実施形態のタンク側フィルタ接続部１０１，１０２の、さらな
る２つの図を示している。ここでは、３つの軸方向凹部１０１．１が、タンク側フィルタ
接続部１０１上に図示されており、３つの軸方向凹部１０１．１は、フィルタカートリッ
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ジ上の３つの補完的なハウジング突出部１３６．１を収容できるように、タンク底部１２
９に凹んで組み込まれている。また、軸方向突出部１３６．１及び相補的な軸方向凹部１
０１．１は、それゆえ、使用を意図しないフィルタカートリッジの使用を防ぐためのコー
ド化構造として、ここでは図示されている。
【００８９】
　図３８は、フィルタ側タンク接続要素１０２が挿入された状態の、タンク側フィルタ接
続要素１０１を通る断面を示している。ここでは、バイパスまたは短絡開口部１６５は、
３つのハウジング突出部１３６．１によって実質的に閉鎖されているが、タンク側フィル
タ接続要素１０１の下部の底部領域に見ることができる。フィルタカートリッジが挿入さ
れると、浄水の特定量が、フィルタカートリッジによって濾過されて出口１３５を通って
流出する濾過された水に加えられるように、バイパス機能が実現される。カートリッジが
無い場合には、この軸方向のコード化構造は効果がなく、タンク側フィルタ接続部は、タ
ンクに位置する浄水が濾過されることなく通過するためだけに使用され得る。
【００９０】
　カートリッジが挿入されると、スロット１０６を通って流入した浄水は、接続スタブ１
０４の内部にある切り欠き部１３６．２を通って上昇することができ、入口スロット１３
４を通ってフィルタカートリッジのフィルタ室に流入することができる。この浄水は、フ
ィルタを通って、フィルタ出口開口部１３５から容器または貯蔵容器へ、あるいは、タン
クのまたは機器の、機器接続ラインへと流入することができる。
【００９１】
　図３９は、タンク底部１２９と、タンク底部１２９に接続されたタンク側フィルタ接続
部１０１とを通る別の断面図であって、タンク側フィルタ接続部１０１に挿入されたフィ
ルタ側タンク接続部１０２と共に、タンクの底部から見た断面図を示している。ここでは
、バイパスまたは短絡管１０６，１６５を非常によく見ることができ、未濾過の浄水が、
それに対応する方式で、タンクの出口領域１６８へと通過するのが示されている。図示の
例のように、適正な軸方向のコード化を有するカートリッジが挿入されると、濾過される
浄水がそれに伴って羽根状に突出するハウジング部１３６．１に形成されたバイパス孔１
６０を通って、混入される。
【００９２】
　ここで一例として示される１２０°斜めになった３つの軸方向コード化構造の代わりに
、４つ、５つ、あるいは例えば６つの、このようなコード化構造を設けることも可能であ
る。個々の相補的な軸方向のコード化構造間の距離は、この場合、均等または不均等のい
ずれであってもよい。
【００９３】
　図４０から図４５は、２００番台で符号が付された、軸方向にコード化されたタンク／
フィルタ接続構造２０１，２０２のさらなる実施形態を示しており、ここでは、軸方向封
止部２０２．１が併用されている。この場合も、既述の特徴と同じ特徴には同じ基本番号
が付されている。軸方向封止部２０１．１は、ある所定の軸方向の縦方向延長部を有する
、弾性を有し、変形可能な封止リップの形状である。それゆえ、具体的にかつ好適には、
所定の軸方向の挿入耐性を、しっかりと確実に、また、封止方式によって、補うことも可
能である。
【００９４】
　この場合も同様に、軸方向に配列されたコード化構造は、１００番台を付された上述の
実施形態に対応する、フィルタハウジング２３６上の軸方向突出部２３６．１、および軸
方向凹部２３６．２として用いられる。また、軸方向に配列されたさらなるコード化構造
２３６．３が、ここでは、端部ハウジング突出部２３６．１におけるスロットとして形成
されており、コード化構造２３６．３は、コード化のためと、必要に応じて、浄水をフィ
ルタ側接続嵌合部の内部領域へ供給するためとの双方に用いられ得る。
【００９５】
　相補的な形状を有し、タンク底部から軸方向に突出する突出部２０１．１の形態である
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軸方向の接続コード化構造は、図４１に示されるように、タンク側フィルタ接続嵌合部２
０１における軸方向コード化構造２３６．２，２３６．３に対応している。原理では、本
実施形態は、１００番台について説明された実施形態におけるコード化構造の逆の形態を
示し得る。しかしながら、双方の実施形態は、可能な例のみを示し、さらなりコード化構
造および封止部の変形例によって、常に変更、および／または補完、および／または置換
され得る。
【００９６】
　図４２は、タンク側フィルタ接続部２０１と、このタンク側フィルタ接続部２０１に挿
入されたフィルタ側タンク接続部２０２とを下方から見た図を、軸方向にコード化された
接続構造２３６．４，２０１．５と共に示している。軸方向にコード化された接続構造２
３６．４，２０１．５は、上述の、軸方向にコード化された接続構造２３６．１，２３６
．２，２３６．３，２０１．１をわずかに変更したものである。ここでは、フィルタ側凹
部２３６．４は、フィルタハウジング２３６の端部で開口する斜めに設けられたスロット
形状であって、コード化された要素２０１．５を保持するのに適している。コード化され
た要素２０１．５は、タブの形状であり、タンク側フィルタ接続要素２０１から半径方向
内側に向かって突出している。ここにおけるスロット２３６．４の斜めの輪郭は、軸方向
の挿入動作を考慮したものである。この軸方向の挿入動作は、図４３に参照されるように
、最終的な回転動作によってフィルタカートリッジ２３１を固定することを意図している
。スロットの形状であり、軸方向に対応して配置されている凹部２３６．４を備えていな
いフィルタカートリッジは、このようにコード化されたタンク側フィルタ接続嵌合部２０
１へ挿入されることができない。本実施例においても同様に、３点でのコード化は、単な
る一例として、好ましくは１２０°斜めの配置によって提供されるが、１２０°斜めの配
置は本質的ではなく、他の配置によって常に補完および／または変更され得る。
【００９７】
　コード化構造２１６，２３６．２は、さらに、一例として、二重または複数の差込み構
造を連係して形成しており、ここでは、軸方向に配列され、且つ、半径方向に配列された
コード化および／または固定構造と組み合わせて、差込み構造を形成している。
【００９８】
　図４４及び図４５は、上述の２つの要素と、これら２つの要素の主要な特徴とをそれぞ
れ別々の図で示している。
　図４６から図５１は、タンク側フィルタ接続要素及びフィルタ側タンク接続要素のさら
なる実施形態を示しており、これらの実施形態は、本質的には、参照番号０から９９およ
び１００以上に関連した上述の説明の内容において、混合機器の混合構造３０６，３３６
．１，３６５を用いて既に説明されている。ここでも同様に、簡略化するために対応して
、既述の実施形態について既に述べられた特徴には同じ基本番号を付すが、３００を加え
た数で示す。また、これらの実施形態は、軸方向にコード化された接続構造を備える。一
例として、周面上を見ると、軸方向コード化構造３３６．１，３３６．２，３３７が、そ
れぞれ図示されたフィルタ側タンク接続部に設けられており、軸方向コード化構造３３６
．１，３３６．２，３３７を区別するために、軸方向コード化構造３３６．１，３３６．
２，３３７はそれぞれ、互いに対して異なる角度位置に配置されている。タンク側フィル
タ接続部３０１は、異なるコード化構造のさらなる可能な実施形態として、各々が対応す
るタンク側フィルタ接続要素の、相補的な軸方向にコード化された接続構造を示している
。
【００９９】
　図５２から図６３は、タンク／フィルタ接続要素のコード化および／または固定構造の
、さらに可能な実施形態を示している。ここでは、図５２から図５５は、差込み嵌合の第
１の可能な実施形態を示し、図５６から図５９は、差込み嵌合の第２の可能な実施形態を
示し、図６０から図６３は、差込み嵌合の第３の可能な実施形態を示しており、具体的に
は、二重または複数の差込み嵌合の可能な実施形態を示しており、図４から図１０に既に
図示された実施形態の補足として示されている。
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【０１００】
　図５２から図６３における実施形態の主要な特徴は、ここでは、二重のまたは複数の差
込み接合の形状である、可能な異なるコード化と、鍵／ロック機能の形状である、鍵状の
コード化との図示である。図５２及び図５３は、フィルタ側タンク接続部コード化及び固
定構造を示している。図５３は、対応する様式でありながらも平面図で、８つの突出部２
１．１，２１．２を示している。これら８つの突出部２１．１，２１．２の双方は、図５
２に対応して、フィルタ側タンク接続要素の長手方向延長部に沿って軸方向に形成されて
おり、４つからなるペアの２つとして、半径方向の角度位置で互いにずれて配置されてい
る。
【０１０１】
　図５４及び図５５では、相補的な接続及びコード化構造２０がタンク側フィルタ接続要
素１９内に示されている。図５５に対応する本実施形態では、図示されているｘ－ｙ座標
系の１つの軸と、開口部２０を通る軸との間に、角度αが示されており、この角度αは、
比較的鋭角の角度αである。フィルタ側タンク接続要素８をタンク側フィルタ接続要素１
９上に固定できるように、端部の最前方に配置されたコード化突出部２１．１は、タンク
側フィルタ接続要素１９上の開口部２０の円周方向における分散配置に対応するように、
分散配置されなければならない。その結果、フィルタ側タンク接続要素をとにかく軸方向
に挿入できるようになる。コード化突出部２１．１に対する第１の挿入深さを克服した後
に、フィルタ側タンク接続要素を通る縦軸を中心にして、回転処理が行われなければなら
ない。この回転処理は、コード化突出部２１．２の第２組が開口部２０と合致するまで行
われる。これによって、フィルタ側タンク接続要素によって、縦軸を中心にしてさらに回
転動作が行われて固定が生じるまで、フィルタ側タンク要素をタンク側フィルタ要素へ軸
方向にさらに挿入することができる。
【０１０２】
　図５６から図６３は、同様の実施形態を図示しているが、実施形態５２から５５より変
更された開口部２０の輪郭と、開口部２０に補完的なコード化突出部２１の輪郭とを、軸
方向と、角度の観点との双方について変更された配列と共に、平面図で見た場合を示す。
【０１０３】
　他の相違点はまた、各コード化構造の数である。実施形態５２から５５では、２つのレ
ベルで合計８個存在する。実施形態５６から６３ではそれぞれ、３重にコード化された突
出部が２つのレベルの形態で、６個のみが存在している。ここで説明されるこれらのコー
ド化構造は、個々のタンク／フィルタ接続部のさらに区別された選択肢さえ可能となるよ
うに、他のコード化構造、例えば軸方向に配列されたコード化構造と何等問題なく組み合
わせることもできる。
【０１０４】
　図６４から図７１は、タンク／フィルタ接続部のさらなる実施形態を様々な視点及び図
で示しており、それらの図は、例えば、フィルタカートリッジ２９の平面斜視図、断面図
、正面図、下方からの図、そして、フィルタ側タンク接続要素が挿入されている及び挿入
されていないタンク側フィルタ接続要素の平面図（図７０及び７１）などである。
【０１０５】
　本実施形態におけるタンク／フィルタ接続部の主要な特徴は、フィルタカートリッジ３
１の端部から突出するほぼ楔状の凸部Ｓと、その凸部Ｓ間に配置された溝Ｎとである。凸
部Ｓ及び溝Ｎの互いに対する、幾何学的寸法と角度位置とによって、また、タンク側フィ
ルタ接続要素上のフィルタ側接続要素のための、異なるコード化及び固定点が提供される
。
【０１０６】
　凸部は、フィルタカートリッジをタンク接続スタブへ挿入中に、位置決めをするために
も用いられ得る。具体的には、例えば、封止構造および／または他の構造への損傷を防ぐ
ために、視認不能な接続部の場合に用いられる。
【０１０７】
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　この場合、スロット分離部、および／または、スロット幅および／または凸部の幅、あ
るいは突出羽根の幅、またそれらの長さ、および／または分離部は、タンク側フィルタ接
続要素上の対応する構造に対応していなければならず、挿入が許容されるフィルタカート
リッジを挿入するために、特に好適なコード化である。
【０１０８】
　これらの対応するコード化および／または固定構造は、リブＲ（図７０）を備える。リ
ブＲは、タンク側フィルタ接続要素上に形成され、フィルタ側タンク接続要素上に形成さ
れたコード化および／または固定構造Ｎ，Ｓと係合する。この係合は、図７１に詳しく示
されている。ここでは、リブＲは、嵌合部ＳＯ上に形成されている。嵌合部ＳＯは、部分
的にフィルタ側タンク接続要素を囲繞し、壁の形状をしている。
【０１０９】
　上述のコード化および／または固定構造は、上述のコード化および／または固定構造か
ら変更した実施形態では、相補的な形状であってもよい。すなわち、リブの代わりに溝を
、また、溝の代わりにリブを備えていてもよい。しかしながら、さらなる変更された実施
形態では、一方のタンク側あるいはフィルタ側接続要素上に、および／または、他方のタ
ンク側あるいはフィルタ側接続要素上に溝およびリブを形成することで、混合されたある
いは組み合わされたコード化および／または固定構造もまた、常に可能である。
【０１１０】
　図７２から図７４は、さらなる実施形態を示しており、図７２から図７４では、フィル
タ３１が、タンク壁部上に配置されたガイドに沿ってタンクの内部に挿入される。フィル
タ３１は、角度を有して形成された２つのリブＲを備え、２つの補完スロットＳに係合す
る。タンク底部２９では、タンクは、多角形の、ここでは六角形の、フィルタ接続要素２
３とタンク出口開口部３５とを備える。タンク出口開口部３５は、この接続要素内からタ
ンク壁部を通って外側へ通じている。
【０１１１】
　一方で、壁側に形成された、このタンク出口開口部３５を通って十分な水を流出させる
ため、他方では、タンクを可能な限り完全に空にするために、多角形の接続要素２３がタ
ンク底部に形成されている。多角形は、その上方の面で傾斜している多角形である。フィ
ルタ側タンク接続要素３２は、多角形のような円錐状の成形封止部３２であって、対応し
て相補的に傾斜した接続面を有している。フィルタカートリッジ３１は、フィルタ側タン
ク接続要素３２を通過し、リブＲ及び補完スロットＳにより固定されて、タンク壁部上に
おいてタンクの内部へ垂直下方に挿入され得る。フィルタカートリッジ３１は、タンクに
位置する水を濾過するために、このようにタンク底部に形成されたコード化構造を通って
、係合、かつ封止されるように挿入され得る。
【０１１２】
　本実施形態においても、本実施形態以外のすべての他の実施形態の場合と同様に、濾過
された水を混合できるようにするために、ここでは図示しないバイパス構造を設けること
ができることが好ましい。リブ形状の補助構造Ｒ及びスロット形状の相補的なコード化構
造Ｓは、ここでは、フィルタ壁の端部凹部Ｓと、タンク壁部の底部領域にある出口開口部
３５の相補的な形状Ｒとによって設けられる。これらは、許されるフィルタの様々な種類
を区別するため適切に変更可能することもできる。その変更は、例えば、四角形形状の構
造、三角形形状の構造、あるいは、さらなる凹部および／または突出部を有する他の構造
、などである。
【０１１３】
　図７５から図７８には、タンク／フィルタ接続部の四角形コード化についてのさらなる
実施形態が図示されている。図２０から図３１に図示された実施形態に加えて、本実施形
態は、バイパス構造を有する。図３２から図３９に図示されたバイパス構造に基づき、こ
のバイパス構造は、フィルタカードリッジ７３の端部ハウジング延長部に孔１６０の形状
で開口部を有する。この開口部は、タンク側フィルタ嵌合／接続要素７７に形成された開
口部１６５と合致する。それによって、タンク内に位置する未処理水は、フィルタカート
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リッジによって濾過された水と混合するために、タンクの出口領域においてタンク側機器
接続部へと貫流することができる。この場合、フィルタ側では、パイパス開口部１６０が
フィルタの端部延長部に形成され、タンク側フィルタ接続要素７７と共に混合装置を提供
する。
【０１１４】
　混合装置を提供可能なさらなる方法は、このバイパス開口部１６０を、外郭８４に形成
された開口部１０６の反対に配置することによって達成され得る。この場合、フィルタカ
ートリッジの内部および／またはタンク側接続要素の内部に、対応する通路ガイドを設け
ることが必要となり得る。その理由は、このように開放された混合する水を、フィルタカ
ートリッジを通り、出口流路開口部３５の外へ流出される濾過された水と混合するためで
ある。
【０１１５】
　さらなる混合構造は、多角形のフィルタ側タンク接続要素３２、ここでは四角形の成形
封止部３２に、バイパス開口部１６０．１を形成することで提供され得る。バイパス開口
部１６０．１は、ここでも同じく、タンク側フィルタ接続部７７に形成された開口部１６
５に対応する。また、開口部１６１．１の大きさは、ここでも混合量に影響を与える。本
実施形態では、混合装置は、多角形のタンク／フィルタ接続部の封止領域に直接設けられ
ている。
【０１１６】
　図７９及び図８０は、タンク／フィルタ接続部の実施形態を示しており、この実施形態
では、フィルタ側タンク接続要素４を通る縦軸ＩＩは、フィルタカートリッジ３１のハウ
ジングを通る縦軸Ｉに対して傾斜角度をなして、ここでは好ましくは鋭角Φで、配置され
ている。フィルタ側タンク接続要素４が、フィルタハウジングの残りの部分に対して、こ
のように、傾斜した角度で、または、曲がって、あるいは傾斜して配向されていることに
よって、機械的コード化のさらなる形状を提供する。機械的コード化は、上述の他のコー
ド化形状、具体的にはここに図示された八角形形状の多角形接続要素と組み合わせ可能で
ある。この八角形は、ここで図示されるように、同じように成形封止部の形状となり得る
ことが好ましい。また、この八角形は、開口部１６０の形状であるバイパスまたは混合機
器を有していてもよい。補完要素がタンク側フィルタ接続要素に存在する場合には、開口
部１６０によって、濾過される水を対応して混合することができる。
【０１１７】
　図７９は、下方から斜めに見たフィルタカートリッジ３１を示し、図７９には、フィル
タ側接続要素４と、フィルタ側接続要素４の主要な特徴とを見ることができる。それに対
し、図８０は、側面図を示し、図８０では、カートリッジハウジング３１とフィルタ側タ
ンク接続部４との間の角度が１つの角度として示されているが、この１つの角度は、一例
として図示されている。
【０１１８】
　図８１は、タンク６６が押込み式タンクの形態である、さらなる実施形態を示している
。本実施形態では、タンク６６に収容されている水を濾過するためのカートリッジ３１が
、タンク側フィルタ接続要素２に接続されている。このタンク側接続要素２は、管路、こ
こでは好ましくは頑丈な管の形態である管路を介して、タンク側機器接続部６８へ接続さ
れている。このタンク側機器接続部６８は、作動中、タンク６６の底部領域から距離を隔
てたタンク内部から外部へ通じている。本実施形態では、一例として、機器接続部６８が
ホルダに固定される。ホルダは、タンク壁部の上端部に組み込まれており、簡単に取り外
して洗浄できるように、好適に、離脱可能な形態で接続されてもよい。
【０１１９】
　タンクは、機器において対応して構成されたホルダへ、このタンクを押圧するだけで機
能させることができる。水を引き出すことで、フィルタ３１によりその後に濾過されるこ
とになる浄水でタンクを満たすことができる。この図示された実施形態でさえも、適正に
構成されていないフィルタカートリッジの使用を確実に排除できるように、タンク側フィ
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ルタ接続要素２は、この場合、上述した、コード化の特徴、および／または固定の特徴、
および／または封止の特徴を全て備えている。また、タンク側フィルタ接続要素２は、こ
の実施形態以外でも図７２から図７４に示された実施形態にも適用される。
【０１２０】
　タンクとフィルタとを接続するためのコード化のさらに可能な２つの実施形態を、図８
２及び図８３に図示し、これらの図を参照して説明する。図８２では、フィルタカートリ
ッジ５３のハウジング自体が、六角形形状である多角形の外形輪郭を有している。ハウジ
ングは、相補的なタンク側多角形コード化および／または固定構造２３へ挿入され得る。
太い実線は、底部が平坦である基部を有する、下方からの斜視におけるフィルタカートリ
ッジ５３を示しており、フィルタカートリッジ５３の中心には、濾過された水のためのフ
ィルタ出口３５が形成されている。フィルタ出口３５は、例えば、端部が軸方向に突出す
る２つの取付部３５．１，３５．２を有する円筒形の突出管として形成されている。この
円筒形の突出出口要素３５は、２つの軸方向に突出する羽根によってコード化され、また
、その端面は、軸方向コード化および／または封止構造、あるいは、相補的な出口および
保持要素６８の端面に対する輪郭を形成している。保持要素６８は、タンク側フィルタ接
続部に形成され、コード化溝６８．１，６８．２を有している。フィルタカートリッジ５
３は、タンク側フィルタ接続要素１に挿入され得る。その挿入は、フィルタ出口３５の端
面がタンク側機器出口６８の端面と合致して封止を形成する場合にのみ、フィルタカート
リッジ５３が機能できるようになされる。
【０１２１】
　本実施形態で一例として図示されているフィルタカートリッジ５３の六角形の外形輪郭
は、固定され、可能であれば封止されるように、実線で示される本実施形態のタンク側フ
ィルタ接続要素１の接続嵌合部２３へ挿入され得る。ここでは、接続嵌合部２３の内周面
は、外周面及び接続部と固定、そして、可能であれば封止するために用いられる。
【０１２２】
　ここでは例として六角形で図示されている、フィルタカートリッジ５３の多角形の外形
輪郭と、対応する補完的タンク側接続嵌合部１との間の、さらなる取付の選択肢を示すた
めに、フィルタカートリッジ５３のハウジング３６は、上述のフィルタ基部に対して延出
するように破線で図示されている。フィルタカートリッジをタンク側フィルタ接続スタブ
２３を介して固定するために、フィルタカートリッジの底部に対して突出する、この多角
形の接続輪部が、実施形態に応じて、固定のため、また好ましくは封止のために、覆いか
ぶさる、あるいは同様に差込まれると、フィルタ出口３５及びタンク出口６８の２つの内
部コードが、互いに重なり合って封止を形成し、さらに、本実施形態で一例として図示さ
れる羽根状のコード化構造と相補的なスロット状のコード化構造とが、互いに重なり合う
、あるいは互いに係合して封止を形成する。水がタンクからフィルタカートリッジの内部
へと通過するように、対応する開口部および／または管路が設けられているが、これら開
口部および／または管路は、ここには図示されていない。対応するバイパス構造は、図示
されていないが、すでに詳細に上述したのと同様に設けられ得る。図８２は、それゆえ、
タンク側フィルタ接続要素２３の内周面上とタンク側フィルタ接続要素２３の外周面２４
上との双方に固定されているフィルタカートリッジを示している。
【０１２３】
　これに対し、図８３は、変形された実施形態を示しており、この変形では、フィルタカ
ートリッジのハウジング３６は、一例として、円形として図示され、フィルタ出口３５は
多角形の構造として図示され、ここでも一例として、六角形形状の構造として図示されて
いる。また、フィルタ出口３５は、軸方向に突出し、コード化している三角形の２つの凸
部あるいは２つの羽根の形状である、端部コード化を追加的に備えている。この場合も同
様に、２つの出口構造３５，６８が端部で互いに係合し、軸方向に封止を形成できる場合
にのみ、フィルタカートリッジとタンク側フィルタ接続要素１とが機能できるように、フ
ィルタカートリッジは、タンク側フィルタ接続要素１に接続可能である。明確化のため、
さらなるコード化および／または固定構造は図示されていない。ただし、すでに上述され
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たすべての構造は、本実施形態に対応する方法で設けられ得る。図８２および図８３に対
応する２つの実施形態では、これらのコード化構造は、また、フィルタ側及びタンク側の
間で入れ換え可能であり、および／または変更可能であり、および／または別の輪郭およ
び／または構造をこれらのコード化構造に加えることも可能である。
【０１２４】
　タンク側フィルタ接続要素１とフィルタ側タンク接続要素２との間のバイパス構成につ
いてのさらなる実施形態の２つの選択肢が、図８４から図８７に図示されている。ここで
は、図８４及び図８５が、一例としてまた概略的にバイパス配置ＢＹを示している。パイ
パス配置ＢＹによって、フィルタカートリッジ５３により濾過された水と、濾過されてい
ないあるいは調整されていない水、または、別の方法で濾過あるいは調整された水とを、
混合することができる。本実施形態では、パイパスあるいは混合経路ＢＹは、開口部ＢＹ
が差込み羽根ＢＪ内に配置されるように、差込み接合ＢJと組み合わせられている。開口
部ＢＹは、別のパイパス開口部ＢＹに対応し、別のバイパス開口部ＢＹは、フィルタカー
トリッジが適正に挿入されたときに、対応するパイパス経路が提供されるように、差込み
羽根を補完する差込みスロットＢＪ上に配置される。ここで図示されている本実施形態で
は、タンク側フィルタ接続要素１に示されているバイパス開口部ＢＹは、タンク側接続嵌
合部の端部接続領域から、フィルタ側タンク接続スタブ４が機能している最中に使用され
る位置であって、フィルタ側タンク接続スタブ４が終端する位置の下方へと通じている。
これにより、フィルタカートリッジ５３における濾床を迂回するバイパス水は、フィルタ
カートリッジ５３における濾床によって濾過された水と混合され、タンク側機器接続部６
８へと供給される。
【０１２５】
　図８６及び図８７は、この実施形態から変更した実施形態を示している。この実施形態
では、バイパス経路ＢＹは、調整部および／またはフィルタ通路を通過している。調整部
および／またはフィルタ通路は、フィルタカートリッジ５３の第１の濾床ＨＦから分離さ
れ、ここでは一例として記号で、第２のフィルタ通路ＮＦとして図示されている。第２の
調整部および／またはフィルタ通路ＮＦは、例えば、活性炭フィルタ通路および／または
他の調整機構および／または媒体を含んでいてもよい。この第２のフィルタ通路ＮＦを通
って流れた後、バイパス経路ＢＹを通過した水は、タンク側機器接続部６８を通って流れ
出すように、フィルタカートリッジ５３のフィルタ通路ＨＦによって濾過された水と混合
される。
【０１２６】
　図８７に示されるフィルタカートリッジ５３の実施形態では、フィルタカートリッジ５
３内部における、第１のフィルタＨＦ及び第２のフィルタＮＦの各々を別々に通過し、調
整された２つの水路の組み合わせが、フィルタカートリッジ５３の内側降流管への開口部
によって、一例として概略的に図示されている。しかしながら、変更された実施形態では
、タンク側機器接続部６８の方向におけるフィルタカートリッジからの専用出口開口部も
、追加的に、あるいは代替として、常に設けられ得る。この場合、３つの実施形態のすべ
てについて、ここでも一例として、タンク及びフィルタの、２つの多角形接続要素の間を
遮ることにより封止が可能となるように、３つの実施形態はすべて、タンク側フィルタ接
続スタブ３２内で開放するということができる。
【０１２７】
　コードとして機能するように、タンク底部２９から上方に軸方向に突出するコード要素
２５上に存在し、対応するフィルタ側バイパス開口部ＢＹを有する開口部ＢＹが機能を意
図された状態で挿入された場合にのみ、パイパス流は、第２のフィルタ通路へ導かれ得る
。これら２つの開口が合致しない場合は、対応する混合は起こり得ない。図８６に対応す
るタンク側フィルタ接続部１も同様に、概略的に一例としてのみ図示されている。タンク
側フィルタ接続部１は、上述のコード化および接続構造の多彩な変形例を備え得るが、必
要に応じて、ここで可能なすべての６つの角度配置のうちの１つのみが、１つの許容され
るフィルタ終端とされるものである。そのようなコード化構造は、明確化のために、ここ
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では図示しない。
【０１２８】
　原理上、図８４から図８７における、これらの実施形態は、上述のコード化構造、およ
び／または固定構造、および／または封止構造のすべてと組み合わせ可能であるというこ
ともできる。
【０１２９】
　図８８から図９０は、タンクのさらに別の２つの実施形態を示しており、これら実施形
態では、フィルタカートリッジは、タンク６６の第１の容器の外に配置されているものの
、上述のように、タンク側フィルタ接続要素１とタンク側機器接続部６８との間に配置さ
れている。これは、混合して、あるいは混合せずに、抽出点へ、または、対応して接続さ
れた機器へ供給される前に、タンクに溜められた未処理の水を濾過するためである。
【０１３０】
　ここで、図８８は、タンク６６の平面図を示しており、タンク６６のタンク壁部６６．
１は、もう１つのタンク壁部６６．２と共にハウジング６６．５を形成している。ハウジ
ング６６．５は、対応する形状のフィルタカートリッジ３１を保持するためのものである
。フィルタカートリッジ３１は、液体を搬送する目的でタンクの内側に接続される。タン
ク側フィルタ接続要素１は、ハウジング６６．５の底部領域に示されているが、ここでは
、一例として、多角形の輪郭の形状であるコード化された接続構造として示されている。
タンク側機器接続要素６８に接続するための出口流路開口部６８．１は、このタンク側フ
ィルタ接続要素１の内部に設けられている。
【０１３１】
　図８９は、フィルタカートリッジ収容ハウジング６６．５とタンクの周辺要素とを通る
、横方向断面図の形態で、タンク６６と、タンク６６の下方に形成された、タンク側機器
接続要素６８のための接続構造とを示している。本実施形態では、タンクは、例えば、押
込み式タンクとして、対応して適切に構成された機器に、嵌合されうる。タンク６６の内
部を満たす水は、タンク壁部６６．２における開口部６６．４を通ってフィルタカートリ
ッジ３１へ供給される。タンク壁部６６．２は、例えば、タンク底部２９までは延出しな
いタンク壁部６６．１の形態であってもよい。したがって、濾過される未処理の水は、い
ずれの場合であっても、２つのタンク壁部６６．１，６６．２によって形成されるフィル
タ収容ハウジング６６．５の内部の水位と、水タンク６６の内部の水位とが同じである。
タンク６６の内部と、フィルタカートリッジ３１の底部とから、出口流路管の上端部へと
上昇し、フィルタカートリッジを通るフィルタ流路を図示するために、流れを示す矢印が
示されている。出口流路管は、ここでは一例として、中央の出口流路管として図示され、
この出口流路管を通って、最終的にはタンク側機器接続部６８の外へと流出する。コード
化、および／または固定、および／または封止、および／またはアダプタ要素の使用、お
よび／または同様の他の部品に関してここまで説明されたすべての特徴は、本実施形態に
おいても、全く可能かつ適用可能である。
【０１３２】
　図９０は、タンク側フィルタ接続要素１とフィルタ側タンク接続要素２との間の液体流
路接続部が、完全にタンク６６の外側に設けられている実施形態を示している。液体流路
接続部を完全にタンク６６の外側に設けるため、タンク底部２９は、例えば、タンク壁部
６６．１に対してある１点で、前方外側に引き出されることにより展開され、また、閉鎖
された液体管６６．３を形成するために形状にされている。この液体管６６．３を通って
、タンク６６の内部にある水は、タンク側フィルタ接続要素１へ流れる。タンク側フィル
タ接続要素１は、本実施形態では一例として図示され、タンク６６の外側に設けられてい
る。フィルタカートリッジ３１は、フィルタ側タンク接続要素２によってこのタンク側フ
ィルタ接続要素１に接続される。いずれの実施形態の変形例においても、コード化、およ
び／または封止、および／または固定、および／またはアダプタ構造に関してここまで説
明されたすべての特徴は、本実施形態においても設けられ得るものであり、また、本実施
形態にも適用可能である。



(27) JP 5244796 B2 2013.7.24

10

20

30

40

50

【０１３３】
　図９１から図９３には、タンク側フィルタ接続要素を重力作用式フィルタカートリッジ
のフィルタ側タンク接続要素へ接続することに関する、さらなる実施形態が図示され、そ
の実施形態を以下の文章において説明する。
【０１３４】
　図９１は、重力作用式のフィルタカートリッジ３１を保持するために底部に形成された
凹部６６．１を有する水タンク６６を通る断面を概略的に一例として示している。タンク
底部の基部に凹みを有するという、タンク６６における重力作用式のフィルタカートリッ
ジ３１のこのような構成によって、タンク内に位置する水の大部分が容器あるいは貯蔵容
器６６．１０に対して利用可能となり、濾過され得る。容器あるいは貯蔵容器６６．１０
は、ここでは一例として図示され、出口８２を介してタンクに接続され、および／または
、機器６６．５に接続されている。機器６６．５は、機器接続部６８を介して記号として
接続されている。図示された断面図は、タンク側フィルタ接続要素１とフィルタ側タンク
接続要素２との双方を通り、すでに上述したように、多角形の輪郭を有する接続構造に対
応している。本実施形態においても、明確化のためにここでは図示されていないが、すで
に上述したように、バイパス要素を設けることができる。
【０１３５】
　一例として図示されている本実施形態において、タンク内部に位置する水は、カートリ
ッジのハウジングを通過して外側方向へ流れ、フィルタカートリッジ３１の下部入口領域
へと流れ、その内部へ流入することができる。フィルタ３１内への入口開口部を破線で図
示する。これらの入口開口部を通過した後、水は、同様に図示されていない濾床３１．１
を通過して上昇し、上方へ流れる。水は、濾過水のための適切な抑制装置を通過した後、
出口流路管へ流入する。この出口流路管は、一例としてここでは中心に図示され、そして
、濾床３３．２を可能であれば設けてもよい。濾床３３．２は下降流を利用して機能する
。側方流を利用して機能する濾床３１．４は、側面壁３１．３によって提供され、一例と
して記号で図示されている。この場合もまた一例として、篩あるいはほかの適切な濾過媒
体抑制装置の破線は、例えばメッシュ構造を記号化するために、濾過媒体のための抑制装
置として図示される。
【０１３６】
　一例として、このようなタンク６６は、機器６６．５０において用いられてもよい。機
器６６．５０は、水を利用および／または調整して、例えば、特定の用途のために、タン
クから適切な流入量の水を引き出す。可能な用途は、例えば、給水機、給茶機、自動コー
ヒーマシンあるいは同等のものなどの、例えば、冷却操作および／または加熱操作が可能
な飲料調整機器が考えられる。
【０１３７】
　図９２は、図９１に示された実施形態から変更された実施形態を示している。図９２で
は、同じフィルタカートリッジが用いられているが、タンクは、対応する凹部６６．１を
有していない。タンク側フィルタ接続要素１及びフィルタ側タンク接続要素２の接続構造
は、図９１に示された実施形態に対応してもよい。
【０１３８】
　変更された実施形態の場合、例えば、タンク側フィルタ接続部は、同様に、一例として
、六角形の多角形配列の形態であってもよく、また、フィルタ側タンク接続部２は、四角
形の多角形配列であってもよい。しかしながら、互いに整合しないこれら２つのコード化
構造を、適正に機能するタンク／フィルタ接続部を形成するよう係合させるために、この
場合の図は、一例として、タンク側フィルタ接続要素１とフィルタ側接続要素２との間に
挿入されるアダプタ８５を示している。アダプタ８５は、タンク側フィルタ接続嵌合部１
をフィルタ側タンク接続要素２に接続する管路を備えている。その管路は、ここでは一例
として、内側管及び別の１つの管の形態である。この別の１つの管は、濾過された水を抽
出するための吸引位置が、タンクにおける可能な限り低いレベルに位置するように、フィ
ルタ側タンク接続要素の外周面から、好ましくは、タンク底部２９に可能な限り近い位置
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へ延出し、ここでは、外側管８５．２の形態である。一例として、フィルタを通ってタン
クから抽出することができずにタンク内に残留したままの残留水の量が、できるだけ少量
となるように、このタンクは、非常に狭いが高さがある水タンク６６であってもよい。こ
の図における幾何学的寸法は、単に一例であって、例えば、アダプタ８５は、相対的に、
相当短いものであってもよい。その結果、フィルタカートリッジ３１は、また、タンク内
における対応する低いレベルに位置されることになる。
【０１３９】
　封止部は、図示されるように、例えば、成形封止部等の形態であってもよく、Ｏリング
あるいはほかの同等の形態であってもよい。この封止部は、外側アダプタ管８５．２とフ
ィルタ側タンク接続要素２との間を封止するために好ましくは設けられ得る。その結果、
水を吸引するための位置が、確実にタンク６６の底部領域に配置される。
【０１４０】
　必要であれば、また、重力作用に加えて、減圧を生じる機器、例えばポンプ６６．３０
が、本実施形態における補助として、追加的に接続され得る。減圧を生じる機器は、流量
が十分でないこともある濾過された水の十分な流量を供給するために、選択的にスイッチ
をオンもしくはオフすることができ、また、特定の用途のためにスイッチをオンすること
ができる。
【０１４１】
　最後に、図９３は、第３のタンク／フィルタ接続部の実施形態を示している。第３のタ
ンク／フィルタ接続部は、例えば、図９２と同じ構成要素を備えるが、中間アダプタ８５
を備えていない。タンク側フィルタ接続要素１及びフィルタ側タンク接続要素２の構成及
び操作方法は、図９２に関して説明された構成及び操作方法と全く同じであってもよい。
【０１４２】
　図９１に図示されているように、フィルタカートリッジの出口３５は、容器および／ま
たは貯蔵容器６６．１０に直接接続されるか、補助的に記号で示された図示に対応して、
濾過された水が供給されるべき機械へ接続されてもよい。図９３における図示に対応して
、このような直接接続は、例えば、備えられるのが可能であれば、自動給茶機および／ま
たは自動コーヒーマシンにおける、ヒータあるいは気化器として、調整ユニット６６．２
０と共に図示される。
【０１４３】
　基本的な説明のため、以下の文章はまた、濾過された水のためのフィルタカートリッジ
３１上の出口３５がタンク出口開口部５６に接続されていることを述べている。タンク出
口開口部３５は、タンク６６の内部からタンク側機器接続部６８へと通じ、タンク側接続
スタブ２３におけるタンク内部の端部上に形成されている。
【０１４４】
　それゆえ、タンク６６を満たす未処理水はすべて、フィルタカートリッジの周りを流れ
る。正確には、タンク側フィルタ接続スタブ２３，５４、および／またはフィルタ側タン
ク接続スタブ３２，５７が、濾過された水の出口３５と、フィルタカートリッジによって
濾過される水との間で、分離要素となる程度に、タンク６６を満たす未処理水はすべて、
フィルタカートリッジの周りを流れる。そのため、このタンク／フィルタ接続部は、同時
に、未処理水と濾過された水との間の、分離点に相当している。好ましい実施形態では、
フィルタカートリッジによって濾過された水を混合するために備えられ得る混合装置は、
この領域に設けられてもよく、ある特に好ましい実施形態では、調整可能でもある。
【０１４５】
　タンク／フィルタ接続部は、それゆえ、フィルタカートリッジ３１をタンク６６に、強
固に保持固定しつつ、封止するために用いられる。
　フィルタ３１とタンク６６との間を封止するために、係合封止部あるいは分離封止部を
設けることも可能である。係合封止部あるいは分離封止部は、軸方向および／または半径
方向にコード化されたものであるが、ここでは明確化のために図示されていない。
【０１４６】
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　図９１から図９３に対応する実施形態の全てについて、これらの実施形態は、対応する
具備されたタンクへの挿入が意図されていないフィルタカートリッジが挿入されるのを防
止するために、既述のコード化構造、および／または封止構造、および／または固定構造
のすべてと組み合わせられ得る。
【符号の説明】
【０１４７】
　１　接続嵌合部
　２　タンク接続要素
　３　半径方向封止部
　４　接続スタブ
　５　カートリッジハウジング
　６　サイドスロット
　７　出口流路管
　８　接続嵌合部
　９　タンク接続要素
　１０　接続スタブ
　１１　カートリッジハウジング
　１２　軸方向封止部
　１３　中間領域
　１４　出口流路管
　１５　保持案内経路
　１６　突出部
　１７　係止要素
　１８　係止要素
　１９　接続嵌合部
　２０　開口部
　２１　コード化突出部
　２２　コード化スプリング
　２３　接続嵌合部
　２４　封止面
　２５　外郭
　２６　遮断要素
　２７　底部リブ
　２８　底部リブ
　２９　タンク底部
　３０　内側リブ
　３１　フィルタカートリッジ
　３２　成形封止部
　３３　封止面
　３４　入口スロット
　３５　出口流路開口部
　３６　フィルタカートリッジハウジング
　３７　スナップ作用要素
　３８　ホルダ
　３９　下部端
　４０　停止部
　４１　底部開口部
　４２　溝
　４３　鍵要素
　４４　タンク接続領域
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　４５　底部
　４６　軸方向封止部
　４７　分離線
　４８　ディスク
　４９　環状ショルダー
　５０　弁本体
　５１　スプリング
　５２　タンク底部
　５３　フィルタカートリッジ
　５４　接続嵌合部
　５５　外面
　５６　出口流路管
　５７　封止部
　５８　壁部
　５９　壁部
　６０　切り欠き部
　６１　開口部
　６２　嵌合壁
　６３　嵌合壁
　６４　嵌合壁
　６５　バイパス開口部
　６６　タンク
　６７　機器接続部
　６８　機器接続部
　６９　縦軸
　７０　中間領域
　７１　リム
　７２　接続要素
　７３　カートリッジ
　７４　脚部
　７５　入口開口部
　７６　入口開口部
　７７　接続嵌合部
　７８　基板
　７９　封止面
　８０　封止面
　８１　成形封止部
　８２　出口
　８３　外壁
　８４　外郭
　８５　アダプタ
　８６　アダプタ
　８７　軸方向突出部
　８８　軸方向突出部
　８９　軸方向突出部
　９０　軸方向突出部
　９１　軸方向突出部
　９２　軸方向突出部
　９３　軸方向突出部
　９４　軸方向突出部
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　９５　軸方向突出部
　９６　軸方向凹部
　９７　軸方向凹部
　９８　軸方向凹部
　９９　軸方向突出部。
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